
 

平成 24年（2012年）７月 30日 

建 設 委 員 会 資 料 

都市基盤部防災・都市安全担当 

 

 

「災害時等における防災情報の放送業務等に関する協定」の締結について 

 

１ 目的 

   災害又はこれに準じる緊急事態が発生した場合若しくは発生するおそ

れがある場合において、中野区が株式会社シティテレビ中野の協力を得て、

区民に対して防災に関する情報を迅速かつ正確に提供することを目的と

する。  

 

２ 協定の概要 

（１）協定当事者 

甲 中野区中野四丁目８番１号 

  中野区代表者 中野区長 田中大輔 

乙 中野区中野二丁目１４番２１号 

株式会社シティテレビ中野  代表取締役  西森英樹  

（２）協定締結年月日 

   平成２４年７月１２日 

（３）放送の実施 

①  乙は、甲から要請を受けた事項に関して、放送の形式やその内容、時

刻等を甲と協議の上、可能な範囲と精度において放送するものとし、す

みやかにこれに協力する。  

②  災害時等の防災情報の放送は、乙の自主放送チャンネルで行う。  

（４）放送料 

   放送に係る費用は無料とする。ただし、その放送が長期にわたる場合に

は、甲乙が別途協議する。  

 

３ 放送の内容 

  乙は、甲からの要請に基づき、緊急テロップ放送や緊急生放送（文字による情報提供

や被災現場からの中継等）を行う。 

  また、甲と乙が協力し、区が妙正寺川に設置しているライブカメラ映像をＪＣＮ中野

のデータ放送画面で放送する、また、区が災害対策本部から発信する災害関連の情報を

データ放送画面に自動表示するなど、協定の趣旨に沿った取り組みを進めていく。 

 

４ 別添資料 

  「災害時等における防災情報の放送業務等に関する協定書」の写し 



 

 

 

 

災害時等における防災情報の放送業務等に関する協定書  

 

 

中野区を「甲」とし、株式会社シティテレビ中野を「乙」とし、甲乙間に

おいて次のとおり協定を締結する。  

 

（目的）  

第１条  この協定は、災害又はこれに準じる緊急事態が発生した場合若しく

は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）において、甲

が乙の協力を得て、区民に対して防災に関する情報（以下「防災情報」と

いう。）を迅速かつ正確に提供することを目的とする。  

（協力体制）  

第２条  甲及び乙は、この協定に基づく業務を行う場合、互いに最大限の協

力をするものとする。  

（放送要請の手続き）  

第３条  甲は、乙に対して防災情報の放送の要請をするときは、原則として、

次に掲げる事項を明らかにしたうえで要請するものとする。  

⑴  放送要請の理由  

⑵  放送する内容  

⑶  放送希望日時  

⑷  担当者及びその連絡先  

⑸  その他乙が必要と判断した事項  

２  前項の要請手続きは、書面により行うものとする。ただし、緊急時は

口頭で要請し、後日書面をもって処理するものとする。  

３  甲が防災情報の放送の要請を行うにあたっては、乙のテレビ放送の特

性（運営方法及び放送範囲）を十分に考慮するものとする。  

（放送の実施）  

第４条  乙は、甲から要請を受けた事項に関して、放送の形式やその内容、

時刻等を甲と協議の上、可能な範囲と精度において放送するものとし、すみ

やかにこれに協力するものとする。  

２  災害時等の防災情報の放送は、乙の自主放送チャンネルで行うものとす

る。  

 （放送料）  

第５条  前条の放送に係る費用は無料とする。ただし、その放送が長期にわ

たる場合には、甲乙が別途協議するものとする。  

 

 



 

 

（平時の協力）  

第６条  甲及び乙は、災害時等の相互協力を円滑にするために、平時から次

の事項について、相互に協力するものとする。  

⑴  情報交換に関すること  

⑵  甲が実施する防災訓練への参加に関すること  

⑶  防災知識の普及啓発活動に関すること  

（連絡責任者）  

第７条  第３条に規定する放送要請に関する事項の伝達を確実かつ円滑に行

うため、甲及び乙は、それぞれの連絡責任者を定め、あらかじめ相互に通知

するものとする。  

（協議）  

第８条  甲及び乙は、この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定め

のない事項については、その都度協議して決定するものとする。  

（その他）  

第９条  第３条の規定に基づき放送する防災情報の内容及び具体的な体制に

関しては、甲及び乙が別途協議し、覚書を締結するものとする。  

（有効期間）  

第１０条  本協定の有効期間は協定締結の日から平成２５年３月３１日まで

とする。ただし、期間満了の１か月前までに、甲乙のいずれからも何ら意思

表示がないときは、さらに１年間有効期間を延長するものとし、以後この例

による。  

 

この協定の成立を証するため、本協定書を２通作成し、双方記名押印の上、

各１通を保有する。  

  

 

平成２４年７月１２日  

                 

                              中野区中野四丁目８番１号  

甲    中野区代表者  

中野区長    田  中  大  輔  

 

 

中野区中野二丁目１４番２１号  

乙    株式会社シティテレビ中野  

代表取締役   西  森  英  樹  


